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午後３時３０分 開会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

□開   会 

◎加山市長 第２回相模原市総合教育会議を始めさせていただきたいと思います。 

  はじめに確認をさせていただきます。本日の会議につきまして非公開とする必要のある

議題は見込まれておりませんので、原則どおり公開の会議とすることでよろしいでしょう

か。 

（「はい」の声あり） 

◎加山市長 それでは、本日の会議につきましては公開といたします。 

  傍聴人が来られているようでしたら、入場いただきたいと思いますので、事務局の方で

よろしくお願いいたします。 

○笹野教育局長 これより傍聴人の方に入場していただきます。 

（傍聴人入場） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

□さがみはら教育大綱（案）について 

◎加山市長 次第に沿いまして、協議を進めたいと思います。本日の会議の議事録に署名す

る委員につきましては、田中委員、福田委員を指名させていただきたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、まず次第１のさがみはら教育大綱（案）についてでございます。前回の会議

でお示ししました大綱の骨子及び前回の協議の内容を踏まえまして、さがみはら教育大綱

（案）を作成し、本日、資料としてお示ししております。 

  本日は、まずこのさがみはら教育大綱（案）について、協議を行いたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎加山市長 ありがとうございます。それではさがみはら教育大綱（案）について、協議を

行いたいと思います。 

  資料１から３につきまして、事務局から説明をお願いします。 

○鈴木教育総務室長 それでは、説明をさせていただきます。まず資料１をご覧いただきた

いと存じます。 

  資料１、この資料につきましては、左上の※にございますとおり、去る６月１８日に開
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催いたしました第１回相模原市総合教育会議の中で協議いただいた大綱の骨子になります。

本日、この資料１の説明は省略させていただきます。 

  続きまして、資料２をご覧ください。前回の総合教育会議における協議の概要でござい

ます。市長、それから各教育委員からいただいた意見を集約したものになりますが、７点

ほど掲げさせていただいております。 

  まず最初に、悩みを話せない子に周りから気づくシステムづくりが重要。子どもを孤立

させないようにする。 

  次に、大人たちが子ども一人ひとりの気持ちに寄り添うことが重要。教員についても、

子ども一人ひとりに寄り添う姿勢を持った教員を育成していく。 

  次に、地域ぐるみで子どもを育てること。子育て世代を孤立させないことが重要。 

  いじめをする子も、したくてしているわけではない。その子を取り巻く環境がそうさせ

ているという認識が重要。 

  医療や福祉とも連携し、子どもが抱える問題の根本要因へ働きかけていくことが重要。 

  発達障害に関して、周りの理解の促進、療育との連携、一人ひとりに合わせた教育の推

進が重要。 

  権限移譲などの機会を生かし、学校現場をよりいきいきとしたものにしていく。 

  このような意見をいただきました。 

  続きまして、資料３をご覧いただきたいと存じます。第１回の骨子、それから協議を踏

まえまして、本日お示しするさがみはら教育大綱（案）になります。私の方で読み上げる

形にさせていただきたいと存じます。 

さがみはら教育大綱案。我が国においては、情報化、国際化、少子高齢化の急速な進展

など、社会情勢が目まぐるしく変わり続けており、全ての市民がこのような変化に対応で

きる力を身につけることが必要です。また、一人ひとりの価値観や背景が、ますます多様

で複雑なものとなっている中、市民がお互いの個性や違いを認め合い、思いやり、助け合

う心を持つことが大切であり、相模原市教育振興計画に掲げられた、人が等しく尊い存在

であるという「人が財産（たから）」の理念は、ますます重要となっています。このさが

みはら教育大綱は、相模原市が未来への夢と希望を持って、いきいきと暮らすことができ

る活力あるまちになるよう、本市の教育の総合的な方針として策定したものです。 

基本的な姿勢。本市の教育を進めるにあたっては、今後も教育委員会と連携して、相模

原市教育振興計画に掲げた学校教育や生涯学習に関する施策を着実に推進するとともに、
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様々な教育課題や社会情勢に、迅速かつ的確に対応してまいります。 

裏面をご覧ください。重点的な取組。活力あるまちの実現のためには、本市の未来を担

う子どもたちが健全に育ち、大人がいきいきと暮らすことができる環境が特に大切である

と考えます。家庭や地域の皆様と連携しながら、また行政においても教育・福祉等の連携

を進めながら、以下の取組を重点的に進めてまいります。 

１つ、子どもたちが、安全で安心して成長できる環境をつくります。子どもたちが健全

に成長するためには、安全と安心が守られていることが大前提です。地域社会全体で子ど

もたちを守り育てる取組を進めてまいります。 

１つ、子どもたちが、お互いを尊重し、思いやる心を育みます。大人たちが子ども一人

ひとりの心を理解し、しっかりと寄り添うことにより、子どもたちがお互いを尊重し、思

いやる心を育むことができます。子どもたちを取り巻く大人が一体となって、一人ひとり

の心にしっかりと寄り添う体制づくりを進めてまいります。 

１つ、大人がいきいきと生活できるよう、支援します。大人がいきいきと生活していな

ければ、子どもたちが将来への夢と希望を持って成長することはできません。自立した生

活を支援することで、大人がいきいきと生活できるよう、取り組んでまいります。 

対象期間。この大綱の対象期間は、策定の日から平成３０年度までとします。 

説明は以上でございます。 

◎加山市長 説明が終わりました。大綱（案）につきまして、教育委員の皆様のご意見をい

ただければと思います。内容で区切って協議をした方がよろしいかと思いますので、まず

大綱の１ページ目にございます前文と基本的な姿勢の内容につきまして、ご意見をいただ

きたいと思います。 

◎永井委員長 それでは、私の方から。 

◎加山市長 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

◎永井委員長 大綱（案）について、事務局から説明があったところですが、この大綱に市

長が込められた思い、あるいは願いについて、お伺いしたいと思います。 

◎加山市長 大綱（案）にありますように、社会全体で子どもを見守っていく、こういった

ことの必要性もあるだろうと思っておりますし、またそれぞれの立場を認め合っていくと

いう考え方も必要だろうと、こんなふうに思っているところでございまして、そういった

ことを含めて、大綱（案）にその内容を示させていただいたところでございます。 

◎岡本教育長 今、市長がおっしゃったこの思い、またこの前文、あるいは基本的な姿勢の
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内容につきまして、教育委員会としても十分に共有できるものであると、そんなふうに考

えております。この大綱をもとに活力あるまちづくりに向けまして、連携して取り組んで

いけるものであろうと、そんなふうに感じております。 

◎加山市長 基本的には、今までも教育委員会が中心となって「人が財産（たから）」の理

念のもとに、さがみはら教育を進めてきたわけですから、そのことは大綱（案）の中にし

っかりと込められていると思っております。今後はさらに、私と教育委員会が連携して、

複合的にしっかりと対応を補完していく、そういう姿勢でこの大綱（案）がつくられてい

るとご理解いただければと思っております。 

  よろしいでしょうかね、ほかに何か。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

◎加山市長 それでは、１ページ目につきましては、そういうことでご理解いただいたと思

いますので、次のページにございます重点的な取組の内容について、ご意見をいただけれ

ばと、このように思います。 

◎永井委員長 ここからは取組の話になりますので、各委員から市長にお聞きしたいことが

あるかと思います。順番に市長にお聞きするということで進めていきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

◎永井委員長 それでは、田中委員からよろしいですか。 

◎田中委員 「子どもたちが、安全で安心して成長できる環境をつくります」というところ

についてですが、前回の協議で出た、いじめの問題、それから虐待の問題、貧困の問題な

どを包括して、大人が一体となって子どもたちを守るというメッセージと捉えさせていた

だいてよろしいでしょうか。 

◎加山市長 そのとおりですね。そういう形で、しっかりと皆で支えていく、そういう考え

方を持っております。 

◎田中委員 あと、一番下の、「大人がいきいきと生活できるよう、支援します」というと

ころなのですが、大人がいきいきと生活することで、子どもたちが大人たちを見て、将来

に夢と希望を持つことができて、そうやって育った子どもたちが、ああなりたいと願いな

がら、大人たちをモデルに大人になっていくというような、本当に理想的なサイクルを実

現するというようなイメージを持たせていただいたのですけども、そのような感じでよろ

しいでしょうか。 
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◎加山市長 そうですね、やはり子どもは周りの環境を見て育つわけです。多くの市民が幸

せを感じながら、お互いが連携し、支援をしていく、そういう社会をつくっていって、子

どもにも大人のそういう姿をしっかり目に焼きつけてほしいと考えております。そのため

には、やはり我々も行政全般として、そういう環境をしっかりつくり上げていくという姿

勢を出していくべきだろうと、こんなふうに思っております。 

◎田中委員 まさに大人、子育て世代も含めての支援をしていくというお話が今、伺えて、

大変ありがたいなと思ったのですが、大人がいきいきと生活するためには、やはり大人と

しても成長を続けていくべきではないかなと思います。親も、子どもを産んだから親にな

るということではなくて、やはり精神面ですとか、様々な面で成長していかなければいけ

ない。たとえ子どもがいなくても、やはり大人として、そこはどんどん成長していかなく

てはいけないのかなと思います。そのために、やはり大人になっても生涯を通じて学び続

けることが大事ではないかなと。この中に、生涯学習を振興していくというような内容が

ちょっと入ると、またより大人のいきいきというところにつながっていくのではないかな

と思いましたが、いかがでしょうか。 

◎加山市長 そうですね、今申し上げましたように、人間が成長していく中においては、子

どもの頃だけで終わるわけではないし、先ほどのお話にありましたように、子どもは大人

を見ながら育つというところもあるわけでございますから、大綱の中に、生涯学習といっ

たことを少し文言的にも考えていく必要もあるのかなという感じ方は、今、委員のお話の

とおりだと思っております。 

◎田中委員 私からは以上です。 

◎永井委員長 では福田委員、お願いします。 

◎福田委員 ３つの柱ということで、非常にシンプルかつ包括的で、教育を軸にまちを活性

化していくと、こういう方針が見てとれるところはとても良いと思っております。２番目

の項目になりますけれども、「子どもたちが、お互いを尊重し、思いやる心を育みます」

というところは、昨今のいじめの問題が想定されるところでありますが、この中に、喫緊

の課題とされております発達障害を含めた障害への理解、それから青少年の健全な育成と

いうことについても含まれているという捉え方でよろしいでしょうか。 

◎加山市長 そのとおりですね。 

◎福田委員 お互いを尊重し思いやる心ということは非常に大事なことだと思うのですけれ

ども、そういうことができるためには、まず自分自身が自信を持って、また自分自身も認
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められているというような、そういう感覚が必要だと思うのですけれども、自己肯定感と

いうものを養っていくという内容を含めて捉えたらどうかなと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

◎永井委員長 自己肯定感という表現をされましたが、一般的には少しわかりにくいかなと

思います。自分自身を認められるようにする、こんな普通の表現でいかがかなと思います。 

◎岡本教育長 ２つ目の、「子どもたちが、お互いを尊重し、思いやる心を育みます」、こ

の内容の中にある「一人ひとりの心にしっかりと寄り添う体制づくり」、これは本当に大

事な視点であろうかと思いますが、学校における人的な体制や教職員の体制だけではなく

て、保護者への支援、あるいは家庭、地域、行政、学校の連携を進めていく、深めていく、

こんな視点も含まれていると捉えてよろしいですか。 

◎加山市長 そうですね。今、お話のとおり、保護者の支援や、家庭、地域、行政、学校の

連携、こういったことの必要性というのは十分あるわけですから、そういったことも含ま

れているとご理解をいただきたいと思っております。 

◎永井委員長 ほかに市長に聞きたいことはありませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

◎永井委員長 これまでの市長のお考えをお聞きしまして、この大綱（案）に込められてい

る思い、あるいは願いはよくわかりました。この大綱をもとに市長と連携してさがみはら

教育を推進できればと考えております。これまでに出た意見についても考慮いただければ

と思いますが、いかがでしょうか。 

◎加山市長 いただきましたご意見につきまして、反映をしていかなくてはいけないなと思

っております。具体的にどのように反映させるかについてでございますが、事務局の方で

何か、意見を踏まえた文章の案といいましょうか、そういったものはありますか。すぐに

できますか。 

○鈴木教育総務室長 今、田中委員、それから福田委員、永井委員長から、何点かお話をい

ただきました。若干修正という形になるかと思いますが、まず田中委員から大人が成長で

きるような視点でというお話をいただきまして、例えばこの重点的な取組の３点目の、

「大人がいきいきと生活できるよう、支援します」の内容のうち、「自立した生活を支援

することで」の箇所の前に、「生涯にわたる学び」という内容を追加してはどうかと考え

ます。追加した文章を読み上げさせていただきます。３点目、大人がいきいきと生活でき

るよう、支援します。大人がいきいきと生活していなければ、子どもたちが将来への夢と
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希望を持って成長することはできません。生涯にわたる学びや自立した生活を支援するこ

とで、大人がいきいきと生活できるよう、取り組んでまいります、となります。 

また、福田委員と永井委員長から、自分自身を認められる、あるいは自己肯定感という

お話をいただきました。例えば、この重点的な取組の２点目の「子どもたちが、お互いを

尊重し、思いやる心を育みます」の内容のうち、「お互いを尊重し、思いやる心を育むこ

とができます」の箇所の前に、「自分自身を認められるようになるとともに」という内容

を追加してはどうかと考えます。追加した文章を読み上げさせていただきます。２点目、

子どもたちが、お互いを尊重し、思いやる心を育みます。大人たちが子ども一人ひとりの

心を理解し、しっかり寄り添うことにより、子どもたちが自分自身を認められるようにな

るとともに、お互いを尊重し、思いやる心を育むことができます。子どもたちを取り巻く

大人が一体となって、一人ひとりの心にしっかりと寄り添う体制づくりを進めてまいりま

す、となります。 

１点目の、「子どもたちが、安全で安心して成長できる環境をつくります」につきまし

ては、変更はございません。 

以上でございます。 

◎加山市長 事務局から説明がありました。今までのご意見を反映させた形になっているの

ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

◎永井委員長 私たちの意見が反映されており、よろしいかと思います。皆さん、よろしい

でしょうか。いかがですか。 

（「はい」の声あり） 

◎永井委員長 よろしいかと思います。どうもありがとうございます。 

◎加山市長 ご理解いただきまして、ありがとうございました。 

  それでは、この内容をもちまして、９月初旬をめどに策定をさせていただきたいと思っ

ております。大綱をもとに、より一層教育委員会と連携をしまして、さがみはら教育を推

進してまいりたいと思いますので、これからもよろしくお願いしたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

□その他 

◎加山市長 それでは、次第２、その他に進みたいと思います。次第２につきましては、特

段協議する内容は決めておりませんので、せっかくの機会でございますので、この会議で

話し合えることがあれば、ぜひ協議をしたいと考えております。例えばでございますが、
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本年も川崎市、また岩手県の矢巾町、大阪府高槻市などで子どもの命が失われる事件が発

生をしました。川崎市と矢巾町の事件につきましては、いじめが原因であるとともに、周

りの大人が子どもの状況に気づけなかったことも大きな原因になっていると考えておりま

す。深刻な悩みを抱えている子どもたちがＳＯＳを発しているのに、周りが気づいてくれ

ない、またはＳＯＳを発することさえもできないという状況は、決してつくってはならな

いと考えているところでございまして、それは私どもと教育委員会の責任であると思って

おります。本市において、そのような状況を決してつくらないために、どのように取り組

んでいけばいいのか、そういったことを含めて協議することも考えられると思っておりま

すが、いかがでしょうか。 

◎永井委員長 教育委員会といたしましても、市長と同じ思いを持っております。ご提案さ

れたテーマにつきましては、まさにこの総合教育会議で協議する意味のあることだと考え

ます。市長が提案された内容で協議を進めるということでいかがでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

◎加山市長 それでは、協議を始めたいと思いますが、まず本市のいじめの認知件数ですと

か、いじめへの対応として、現状としてどのような取組をしているのかということ、また

どのような効果があるのかにつきまして、現状を確認させていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

◎岡本教育長 この会議に、教育委員会事務局も理事者として出席をしておりますので、説

明させるようにいたします。理事者は、今市長がおっしゃったことに加えまして、数値の

推移の分析についても説明をするようにしてください。また矢巾町の事件においては、学

校全体で情報を共有できていなかったことが課題であるとも言われていますので、本市に

おいて学校がいじめをどのように把握し、情報をどのように学校全体で共有をしているの

かついても説明をしてください。また川崎市の事件においては、被害者の子が不登校とな

っていたため、なかなか学校が状況を把握しにくかったとも言われていますので、本市に

おいて学校が不登校の子の生活状況をどのように把握しているかについても説明をするよ

うにしてください。 

○土肥学校教育部長 いじめの認知件数やいじめ防止の取組などにつきまして、ご説明をさ

せていただきます。参考となります資料がございますので、ここで配布をさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 
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（資料配付） 

○土肥学校教育部長 はじめに、いじめの認知件数と、その推移の分析についてでございま

す。小学校、中学校合わせまして、平成２３年度には２８１件、平成２４年度は６０５件、

平成２５年度は７２５件のいじめを認知しております。 

認知件数の増加の主な要因といたしましては、平成２３年度に滋賀県大津市で発生いた

しました中学生の自殺事案を受けまして、各学校において小さな事案も見逃さない姿勢を

改めて確認したことによりまして、いじめを早期に発見し、解消していく取組が徹底して

きたことによるものと捉えております。 

次に、本市の取組と成果についてでございますが、平成２５年度に学校教育課に新たに

人権・児童生徒指導班を新設いたしまして、指導主事と警察ＯＢ、教員ＯＢが学校を巡回

訪問し、学校の状況を把握して、学校への指導、助言をきめ細かく行う体制をつくるとと

もに、平成２６年度より小学校に児童支援専任教諭を段階的に配置しまして、学校生活上

の課題のある子どもたちにきめ細やかな支援を行っているところでございます。また、平

成２５年度からいじめ相談ダイヤルを設置しまして、本人や保護者からのいじめの相談に

対応できる体制を整えております。 

併せて、５月と１１月をいじめ防止月間として、いじめのない社会づくりを目指して、

いじめ防止フォーラムの開催でありますとか、広報さがみはらやポスターを利用した、市

民の方々への啓発活動を進めております。 

こうした取組の成果といたしましては、巡回訪問によりまして、学校の状況を速やかに

把握して、必要に応じて学校への支援を行うことができるようになったこと、また、児童

支援専任教諭の配置によりまして、小学校におけるチームとしての対応力が向上したこと

などがございます。 

また、市民の方々への様々な啓発活動の成果といたしまして、学校におけるあいさつ運

動等のいじめの未然防止の取組に、ＰＴＡや地域の方も積極的にご協力いただくなど、子

どもたちをより多くの目で見守る取組が広がっていることがございます。 

次に、学校がどのようにいじめを把握し、情報を学校全体で共有しているかについてで

ございますが、平成２６年４月に、全ての学校が学校いじめ防止基本方針を策定いたしま

した。その方針に沿って取組を進めておりますが、その推進に当たり、校内にいじめ防止

対策委員会、こうした委員会を設置することとしておりまして、いじめを把握した際には、

この組織を活用しまして、情報を共有した上で学校全体としての組織的な対応を図ってい
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るところでございます。 

また、学校において不登校となっている子どもの生活状況を、どのように把握している

のかについてでございますが、教職員による保護者との連携でありますとか、家庭訪問な

どの、従前からの取組を着実に行うとともに、学校全体での情報共有を行い、必要に応じ

て青少年教育カウンセラーとの連携を図っております。また福祉的側面からのアプローチ

が必要と考えられる場合には、スクールソーシャルワーカーの協力を要請いたしまして、

生活状況の把握に努めているところでございます。 

また、教育委員会といたしましても、児童相談所やこども家庭相談課等との連携体制を

強化するとともに、本年度からスクールソーシャルワーカーを３名から５名に増員し、学

校からの協力要請を待つだけではなくて、積極的に学校を訪問しまして、不登校となって

いる子どもを含めて、支援が必要な子どもの情報を把握しているところでございます。 

以上でございます。 

◎田中委員 今、ご説明していただいたのですが、実はちょっと今ネットでのというところ

で問題になっている部分があると思うのです。川崎の事件で、被害者と加害者がＬＩＮＥ

でやりとりをしていて、それを周りが把握できていなかったということがありました。本

市でのネットを介したいじめの状況について、ご説明していただけないでしょうか。お願

いいたします。 

○土肥学校教育部長 本市におきますネットを介したいじめの状況についてでございますが、

平成２４年度につきましては４７件、平成２５年度につきましては６０件を認知しており、

スマートフォンやＬＩＮＥの普及などによりまして、増加したものと捉えております。ネ

ットを介したいじめにつきましては、なかなか実態を把握しにくい特性があるために、日

常的な子どもたちの様子の観察でありますとか、アンケートや面談等による定期的な調査

等の学校における取組に加えまして、家庭におけるネット使用のルールづくりや、フィル

タリング機能と呼ばれております機能、こうしたものを使用することなどによりまして、

保護者側も状況を把握した上で、子どもたちがネットを使用する環境づくりを進めること

が、今、大変重要だと捉えているところでございます。 

  以上でございます。 

◎岡本教育長 教育委員会事務局からの説明で、現状は一通り確認ができたかと思います。

よろしくお願いいたします。 

◎加山市長 それでは、市長部局での取組、これにつきましても理事者から説明をさせてい
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ただきたいと思います。 

○佐藤こども育成部長 子どもたちのＳＯＳに気づき、その状況の改善を図るための、市長

部局での取組についてご説明をさせていただきたいと存じます。参考資料がございますの

で、こちらも配付をさせていただきたいと思います。 

（資料配付） 

○佐藤こども育成部長 それでは、はじめに児童虐待に関する取組でございます。本市への

児童虐待に関する相談件数は、平成２４年度が１，３５５人、平成２５年度が１，３５９

人、平成２６年度が１，６０８人と増加を続けております。相談があった事案につきまし

ては、各区のこども家庭相談課及び児童相談所を中心にいたしまして、庁内及び関係機関

と連携を図りながら対応をしているところでございます。児童虐待を受けている子どもた

ちにつきましては、自分からＳＯＳを発することが困難であるということが想定されます

ので、地域、学校、医療機関など、家庭以外で子どもとかかわりのある方々が、虐待と思

われる状況を認知した場合につきまして、積極的に支援、通告していただくことが極めて

重要であることから、通告が国民の義務であるということについて、周知啓発を進めてい

るところでございます。また、虐待に特化いたしました相談窓口といたしまして、子ども

虐待１１０番を開設いたしまして、対応をしているところでございます。 

  次に、子どもの権利が侵害された場合に、その状況を把握いたしまして、救済を図る取

組についてでございます。子どもが本来持っております、安心して生きる権利、心身とも

に豊かに育つ権利、自分を守り、守られる権利、地域及び社会に参加する権利、こういっ

たことを保障するために、本年４月１日より相模原市子どもの権利条例を施行いたしまし

て、周知啓発を進めているところでございます。この中で、子どもの権利の侵害があった

場合に、その救済に当たるため、本年１１月より一定の権限を持った職として、子どもの

権利救済委員及び子どもの権利相談員を配置いたしまして、子どもたちを取り巻く大人や、

それから子どもたち自身から、いじめや虐待などの深刻な権利の侵害、またそれだけでは

なく、子どもたちが抱える様々な悩みに対する相談について、広く受け付けていく予定で

ございます。 

  以上、市長部局の主な取組について、ご説明申し上げました。 

◎加山市長 それでは、これまで確認した現状を踏まえまして、教育委員の皆様から何かご

意見等がありましたらお伺いしたいと思います。例えば、今感じている課題とか、今後取

り組みたいことなど、何でも結構ですので、お話をいただければと思っております。 
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◎田中委員 先ほど理事者の説明があったように、ちょっと私ネットにこだわりがあるので

すけども、やはりネットを介したいじめということで、学校も保護者も大変把握しにくい

というところがあると思います。普段はスマートフォンを保護者が預かるですとか、１日

の使用時間を決めるなど、家庭でのルールづくりを進めていく必要があるのではないかな

と感じております。子どもに言われるがままに機器を与えてしまって、ルールづくりや子

どもの使用状況に関心がない保護者がいるということもまた事実でして、そのような保護

者にどのようにアプローチしていくかというのが大変課題ではないかなと感じております。 

◎加山市長 今、田中委員の発言がありましたように、子どもの状況ですとか、それと家庭

でのルールですとか、そういったいろんな問題があろうかと思いますけども、どのように

アプローチしていったらいいかということについて、何か委員の方でもご意見がありまし

たら、ちょっと聞かせていただければなと思っております。 

◎永井委員長 ２点ほど、お話をさせていただきます。今のネットを介した件で、家庭でル

ールづくりが大切だとか、あるいは関心のない親がいるというお話がございましたが、ネ

ットの使い方を間違うとか、ＬＩＮＥがとかという話題があるのですが、私は、基本的に

は親子のコミュニケーション不全だと思っております。自分の子どもがネットやスマート

フォンをどんなふうに使っているのか、まるで関心のない保護者もいると聞きます。この

辺をどうしていくのか、非常に難しい問題だなと思っています。ネットが悪いと一概には

言えませんので、ネットの問題というよりは、親子、あるいは親子関係、コミュニケーシ

ョンの問題、こんなふうに捉える必要があるのではないかと思います。子育て支援という

ことで、いろんな方向性から施策を考えていく必要があるのかなと思っています。 

  もう１点、別件ですが、学校のことで。いじめへの対応につながると思いますが、やは

り校内で情報を共有できる体制というのが、大津の事件も岩手の事件も、やはり弱かった

のかなと自分なりに感じております。先生たちに相談しやすい雰囲気があるだとか、事件、

事故を共有しやすい雰囲気があるとか、こういうことがあるのとないでは、随分違ってく

ると思います。管理職の意識を高めるとか、先生自体が研修に出ていろんなことを知ると

か、子どもたちが抱え込まないように、いじめの気づきを一人ひとりの教員が高めていく、

こんなことが重要であると考えます。 

  ちょっと性質の違うことを、２点お話しました。 

◎福田委員 子どもが大人になっていく過程の中で、どう自立させていくかという、そうい

う過程で起こってくるいろいろな問題というのは大人社会の中にももちろんあって、それ
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が子どもに大きく影響を与えていると思うのですが、そういった中で、やはり学校の中で

も、家庭においても、子どもをどう育てていくかということで大人が真剣に見守っていく

ことは当然のことながら、ホームルームや道徳の時間などで、子どもたち自身で話し合っ

て、こうしたらよくない、こうすべきだというようなことを発言させることによって、子

どもたち同士がルールづくりをしていけるような、そういう働きかけも大事だなと感じて

おります。 

◎田中委員 今、永井委員長と福田委員のお話を聞いていて、やはりネットというと機械が

相手のような感じもしますが、対人であるということをまず根本的に忘れてはいけないの

かなと感じました。まずコミュニケーションをとる、その重要性。それから今、福田委員

からもありました、子どもたち自身がどう考えていくのかという、自分たちで発信し、受

け入れながら、そして学んでいくという環境づくりというのは、すごく大事だなと感じま

した。また、先ほども把握しにくいというところと、環境づくりというところでは、大人

がまず、子どもたちの様子ですとか、ＳＯＳというところに気づくということはもちろん

なのですけども、一番子ども同士が感じやすいのではないかなと思うのです。友人の様子

がちょっとおかしいなとか、あれ、どうしたのだろうということを思ったときに、もちろ

ん子ども同士で直接言えるのが一番いいのでしょうけども、それが言えなくてどうしよう

と迷ったときに、それを相談できる先生であるとか、親ですとか、近所の地域の方ですと

か、そういう方たちに相談しやすい雰囲気がある、そういう環境づくりがすごく大事だな

と思うのです。子どもたちが、やはりそういう行動を起こしやすい、起こしたくなるよう

な子どもたちの人権意識、お互いに認め合ったり思いやりの心を高めるということがすご

く大事だと思いますし、私たち自身が相談しやすい大人になっていくというところが大変

大事なのではないかなと思いました。 

  それともう１つ、先ほどのコミュニケーションというところからなのですが、やはり信

頼関係というものが普段から築かれていることが、そのＳＯＳを発する方も、受け取る方

も、大事なのではないかなと思います。親と子、それから子どもと先生方。学校において

もアンケートですとか面談ですとか、そういうことは本当にたくさん行っていただいてい

ると思うのですが、なかなか子ども自身が、本当に心から本心を話すことができない場合

もあるのではと思います。アンケートや面談を行う際に、様々な配慮が必要だとは思うの

ですが、普段からの子どもと先生方との信頼関係、その辺が大変重要ではないかなと思い

ます。 
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◎福田委員 今のコミュニケーションの問題ともちょっと絡むのですけれども、いじめの件

数とかですね、児童虐待の件数というのは本市の場合、年々増えている傾向があるという

ことは、ある意味悲しい現実ではあります。けれども一方で、やはりどんなことでもいい

から相談してとかという、そういうことに関していろんな仕組みがつくられることによっ

て、気軽に相談するというようなそういう件数も含めて潜在していたものが顕在化してく

ることにより、何とかしていかなきゃいけないというところまではきていると。そういう

意味で、件数が増えてくることは悲しいのだけど、そこは救いがあると私は捉えています。

そういう意味で、本当に正直に、また何かあったときに相談できるような、そういう仕組

みづくりということでは、本市の場合とりかかっていますので、その次の一手を模索して

いくということが課題かなと思われます。 

◎岡本教育長 今のいじめの認知件数を含めて、教職員、あるいは学校の体制について、３

点ほどお話をさせていただきたいと思います。 

  まず１点は、やはりいじめに対する教職員の高い意識をしっかりと研修などで培ってい

くということが大事かと思います。認知件数もはじめは少なかったのに、やはりそうした

事件を受けまして認知件数が変わるということは、教職員のいじめに対する意識によって

も大きく変わると。このあたりのいじめを見抜く力、あるいは子どもに寄り添う力、感性、

このあたりもしっかりと、まず１点目として教職員の力量を高めていく。 

  それから２点目は、やはり教職員の力量といいますか、指導力を高めていく必要がある

かと思います。子どもにしっかりと寄り添っていても、それをしっかりと指導につなげて

いかないと、なかなか子どもの悩みが解決できない、そんな状況もあろうかと思います。

しっかりと指導力を高めて、見つけたいじめ、あるいは寄り添っている子どもに、その子

と一緒に悩みを解決していける力を教職員が身に付けていく必要があると思います。 

一番大事なのは、３点目。どうしてもいじめの件数、あるいはうちのクラスでいじめが

発生してしまったという、そうした意識になりがちなのですが、件数ではなく、やはり見

つけたいじめ、発見したいじめに組織でどれくらい解決しているか。組織力がどれくらい

向上しているか、そうしたことを校長を中心にして評価をしていく。そうした意識、ある

いは校長の経営姿勢が必要であろう、そんなふうに思います。 

以上、３点でございます。 

◎永井委員長 それでは、本日様々な話題が出たとともに、様々な課題を共有できたと思い

ます。子どもたちを決して孤立させないよう、本日の協議を踏まえ、対応を進めていきた
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いと考えます。よろしくお願いいたします。 

◎加山市長 教育委員の皆様より、いろいろなご意見をいただいたわけでございます。情報

の共有ですとか、親子のコミュニケーション、また教員と子どもの信頼関係ですとか、子

どもの人権意識の向上。あるいは教職員の資質の向上ですとか、学校の組織力を高めるだ

とか、いろんなご意見もいただいたわけでございます。今、永井委員長からもお話をいた

だきまして、様々な共有課題ができたのではないかなと、こんなふうに思っているところ

でございます。子どもが一人で悩むような状況を決してつくってはいけないと、このよう

に思っているところでございまして、本市が地域社会全体で子どもを守り、育てるまちと

なるよう、教育委員の皆様と連携してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い

をしたいと思っております。 

  それでは、次第２の協議につきましては、この程度で終了とさせていただいてよろしい

でしょうか。 

（「はい」の声あり） 

◎加山市長 それでは、次第２の協議は、これで終了とさせていただきたいと思います。 

  それでは、本日の第２回の相模原総合教育会議でお諮りする内容については、全て終了

ということになりますが、これでよろしいでしょうか。何かご意見がありましたら賜りた

いと思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

◎加山市長 それでは、第２回の相模原市総合教育会議、これをもちまして終了をさせてい

ただきます。誠にありがとうございました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   □閉   会 

午後４時２３分 閉会 

 


